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入間市行財政緊急改革プラン パート２ 

（平成 19 年度予算編成版） 

 

平成 18 年 10 月 17 日

 

１ 基本的方向性 

現在、入間市行政改革推進委員会で審議中の入間市行政改革長期プラン（以下「長期プ

ラン」という）案は、各種制度の抜本的な見直しが含まれ、その実施にあたっては市民生

活への影響が十分予想されます。このため、この長期プランの実効性を担保する実施計画

の策定については、十分な検討時間を必要とします。従って、長期プラン案の推進にあた

っては、入間市行政改革推進委員会からの答申の後、内部検討の期間を平成１９年度前半

期までを設け、その結果に基づき平成２０年度当初予算編成から具体的に実施することと

したいと考えます。 

 

２ 平成１９年度の対応 

平成１９年度当初予算編成に関連する改革については、昨年度の入間市行財政緊急改革

プランをさらに追加延長し、緊急改革プランパート２として策定し行政改革の実効性を継

続させるものといたします。 
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３ 緊急改革プランパート２の基本的考え方 

緊急改革プランパート２は、平成１９年度の予算編成を目途としているため、昨年度の

緊急改革プランを引き継ぎ、平成２０年度以降の長期プランへの連動を基本としつつ、内

部的かつ改革可能な内容を中心に策定いたしました。 

具体的な内容は次のとおりです。 
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⑴ 具体的改革内容 

① 組織の見直し 

 組織の見直し 

・ 特別職配置の見直し 

地方自治法の改正に合わせ、収入役を廃止して会計管理者を設置する。 

H18 予算対比額 －１２，０００ 千円 

 職員の削減 

・ 一般行政職の削減 

平成 22 年 4 月に一般行政職を 1,055 人以下とする目標に向けて、平成 19 年 4 月時に

1,076 人以下として 10 人以上削減する。 

H18 予算対比額 －１４７，５００ 千円 

・ 職員採用 

将来へ安定した行政サービスを提供する担い手を確保するため、一般行政職を 10 人程

度採用する。なお、技能労務職は当面の間、採用しないものとする。 

 

② 給与等の適正化 

・ 特別職給与の削減 

市長 15%、副市長 12%、教育長 10%の削減を継続する。 

H18 予算対比額 継続実施 ※実質効果 ５，３９０千円 

・ 管理職手当の削減 

12 年度から実施している管理職手当３～７千円の削減を継続する。 

H18 予算対比額 継続実施 ※実質効果 ５，０００千円 

・ 期末勤勉手当の削減 

17 年度から実施している期末・勤勉手当の一部削減を継続する。 

H18 予算対比額 継続実施 ※実質効果１８，２００千円 

・ 各種手当の見直し 

通勤手当、住居手当を平成１８年度から段階的に見直す。 

H18 予算対比額 －１３，９００千円 

・ 地域手当の見直し 

地域手当を７％から６％に削減する。 

H18 予算対比額 －５６，９００千円 

 
③ 財政運営の健全化 

 歳入の確保 

・ 収納率の向上 

全ての収納業務で平成１７年度の収納率を０．１％以上加算した率で予算計上する。 

H18 予算対比額 ＋ ２０，０００ 千円 

・ 償却資産税の課税強化 

償却資産税の未申告調査の強化等により、課税の適正化を実施し１％増を見込む。 

H18 予算対比額 ＋ １２，０００ 千円 
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・ 有料広告の充実 

広告媒体をさらに充実して広告収入を増加する。 

H18 予算対比額 ＋ ５００ 千円 

 公営企業等の改革 

・ 下水道使用料の見直し 

使用料改定による自立化を推進し、一般会計からの繰出金の抑制を図る。 

H18 予算対比額 繰出金１０億円以下を維持 

 

・ 国民健康保険給付の見直し 

出産費助成と葬祭給付の見直しにより、一般会計からの繰出金の抑制を図る。 

H18 予算対比額 繰出金を抑制 

 

④ 外郭団体等の自立化推進 

・ 入間市振興公社への派遣全職員の引き上げ  ２名 

 

⑤ 事務事業の見直し 

・ 老人憩いの家の新設休止 

老人憩いの家の新規設置は実施しない。 

・ 選挙当日事務の委託化 

選挙従事者を派遣職員等の活用の範囲を広げ、職員への負担軽減及び経費節減を図

る。 

 

⑥ 事務的経費の削減 

・ 光熱水費の削減 

平成１７年度実績から１％の削減を実施する。 

H18 予算対比額 － ５，３９０ 千円 

・ 補助金の適正化 

平成１８年度予算額以内として、補助対象額の適正な確認を行うと共に、補助金適

正化基準（別紙１）により適正化を進める。また、平成１８年度の交付根拠及び執

行内容の公表を前提に執行する。 

 

⑵ その他、平成１９年度予算に向けた追加検討課題 

・ 給与構造改革の検討 

人事院勧告による給与構造改革の導入について検討する。 

・ 学童保育料の検討 

児童福祉審議会の答申に基づき検討する。 

・ 市民傷害保険の検討 

加入率の低下等、今後のあり方について検討する。 

 



別紙１ 

 

補助金適正化基準 

 

１ 平成１９年度適正化基準 

 

 １ 平成１９年度予算は平成１８年度予算額以下を原則とする。（新規補助は原則認めな

い） 
 

 ２ 次の経費は団体の自己財源で賄うべき経費であるため、補助対象外とする。 
 

(1) 補助対象外経費 

 ① 慰労的な研修経費。 

 ② 交際費、慶弔費、懇親会費や演芸鑑賞会などの経費。 

 ③ 積立金。 

 ④ 他団体へ行なう迂回助成。（傘下団体を除く。） 
 

 ３ 補助対象の人件費は平成18年度予算額以下とする。 
 

 ４ 補助対象の報償費は平成18年度予算額以下とする。 
 

 ５ 補助対象の消耗品費は平成18年度予算額以下とする。 
 

 ６ 補助対象に光熱水費が含まれる場合、１％以上を削減する。 
 

２ 留意事項 

 

 １ 補助金は、「公益上の必要がある場合において、自助努力をもってもなお不足する分を

補助する」ことが基本であること。 
 

 ２ 補助金交付については、補助金交付要綱等が規定されていること。 
 

 ３ 補助金交付における決算処理が適正に処理され、必要に応じて清算処理が実施されて

いること。特に、繰越金が慣例的にある場合は、当該団体と翌年度補助金の削減につい

て協議すること。 
 

 ４ 積立金等がある場合は、その妥当性を確認すること。 
 

 ５ 自主財源が無く前年度からの繰越金を除くと市補助金のみで運営され、かつ市が事務

局を所管している場合は、市会計での執行でなく補助金で実施する根拠を再度確認し、

必要に応じて見直しを図ること。 
  

 ６ 対象者（団体）に対しては、現状の財政状況など所管課から十分な説明が実施される

ものとする。また、補助金交付が交付対象者のみならず市民全体への説明が十分にされ

るものであるため、交付根拠や執行内容を公表できるよう適正な執行を行うこととする。 
 


